令和8年度

マウンテンラブ（就労継続支援B型）事業計画書

１　就労継続支援B型　　　　　　　　　　　　　　    利用定員　  40名　
　　　   　作業所　　 　 和歌山市吉原２７０番地

　　　　　 第２作業所　　和歌山市江南４８－５
　　　　　 お茶ハウス　　和歌山市吉原１２２０番３

　　　　　　　　　　　
２　職員定数　　
○マウンテンラブ（就労継続支援B型）
	職　　　種
	常勤換算

	管　理　者
	1名

	サービス管理責任者
	1名以上

	嘱　託　医
	1名（非常勤）

	生 活 支 援 員
	2.5名以上

	職 業 指 導 員
	3.1名以上


３　事業運営基本計画（方針）

障害がある人たちが働きながら、住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、それぞれの能力に応じた支援計画を作成し支援するとともに、利用者の個性や障害特性を尊重した施設運営に努めていく。今後は新法に進む予定ではあるが、行先が不透明な部分を踏まえ慎重に進みます。

４　利用者への援助

（１）施設サービス支援計画の作成
○利用者に対して個々に個別支援計画書は、モニタリング、利用者等に聞き取り、個別支援計画書会議を行い作成する。
（２）作業援助

○障害や心身の状況に配慮し、利用者本人の能力と働く意欲を尊重し、一般就業に向けた支援を
行うとともに、所得の向上をめざした作業の確保や生産に努める。
・生産活動、職場体験により社会生活への意欲を育てる。

・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練により就労意欲を育てる。

・正確かつ迅速に、地道に努力する力を育てる。

・仲間と作業に取り組み、互いに協力し、相手を思いやる気持ちを育てる。
・働く喜びを感じ、自分に自信をつける力を育てる。

・就職後の職場定着のための必要な相談、支援により職場への定着を図る。

（３）余暇活動

　○地域のイベントや障害者スポーツ大会等に進んで参加、清掃活動等の奉仕作業を通し、地域の人々との交流や親睦を深め、社会と関わりを持ち、前向きな気持ちを持てるようマウンテンラブに於いてお花見会、クリスマス会などを催します。
（４）相談・助言
　　○利用者からの相談を充分に聞き適切な助言を行い、様子を観察して支援をする。また、職員会議・ケース会議に於いて個々の対応について協議し善処に繋げる。
（５）生活援助、健康管理

　　 ○利用者個々の心身の健康状態を常に把握するとともに、法令で定める健康診断を実施することや、健康状態に対処し、関係機関との連携を図る。また、日常生活を送る上での必要な対人関係の指導・援助を行いながら、自立した地域生活が送れるよう支援する。
嘱託医　　　　　寒川内科医院

協力医療機関　　医療法人稲祥会　稲田病院
　　　　　　　　　　　　　南出歯科医院
（６）環境の整備

　　○施設内外の美化と利用者身辺の整理整頓に努め、作業所の換気、危険の防止に留意する。

（７）啓発活動
○和歌山でのイベント活動等に参加し、自主的な活動ができるように支援をする。
（８）行事　　

○お花見会やクリスマス会を企画し、利用者や職員、地域の方々との親睦を深め、社会と関わりを持ち、前向きな気持ちが持てるよう支援する。

①レクリエーション

②お花見会・クリスマス会 等
③スポーツ大会

（９）食事の提供

○利用者の体質、またその日の体調に合わせ対応することを心がけ、新鮮な食材の使用や栄養のバランスを考え、おいしく食べられるよう配慮する。

○給食会議を行い、利用者等の要望も考え献立を作成する。

（１０）車輌による送迎

　○利用者の安全を考え送迎する。
５　作業内容

（１）自主製品販売事業

①野菜等の生育作業・製品として販売

②砂糖製品作業及び販売

③お弁当屋の製造及び販売
④お漬物等製造販売
　（２）自立した生活の訓練

①規則正しい食事支援

②排泄支援

③健康管理支援

④清掃支援

（３）簡易受託受注事業

①お風呂・キッチンシート折り、袋詰め、セロテープ貼り、熨斗貼り

②ブラシ袋詰め、ラベル入れ、ホッチキス留め
③ごみ袋を折る、袋詰め
④100円均一商品作業

⑤商品の袋詰め
⑥ハンガーの袋入れ作業
⑦剪定、草刈り
⑧腐葉土の袋詰め

⑧その他（農作業助手他）
⑨施設外就労
６　防災計画

　○防災計画を作成するとともに、地震、火事避難訓練・通報訓練、消火訓練、他を1年に2回実施する。

　　　非常災害対策推進員・安全管理対策推進員　　辞令配置
地震防災隊長・地震防災副隊長　　　担当配置
　　○不審者侵入時の対応訓練の実施、1年に1回以上実施する。
７　日　　課

　利用者の送迎　・　ラジオ体操　　 　 ８：００　～　　９：００

　　　　　　　 作業・訓練等　　　　　　　　　　　　９：００　～　１２：００ 

昼食、休憩　　　　　　　　　　　　１２：００　～　１３：００

作業・訓練等　　　　　　　　　　　１３：００　～　１５：００

休憩　　　　　　　　　　　　　　　１５：００　～　１５：３０　

作業・訓練・清掃等　　　　　　　　１５：３０　～　１７：００　

利用者の送迎　　　　　　　　　　　  １７：００　～　

８　ケース会議・職員会議の開催
　○利用者の会議を行い、情報交換や利用者個々のニーズを把握すること、また、問題が発生した時の解決策を協議してより良い支援に繋げる。（１回／月）
９ 苦情の受付
○苦情解決体制を位置づけ、苦情受付の内容を利用者に周知することや、受付ボックスを事務所前に設置する。
苦情受付窓口　　　　　職員　　（電話番号：073-479-1133）
苦情解決責任者　    　施設長  （電話番号：073-479-1133）
第三者委員　　　　　 (携帯：080－6179－1871)

（携帯：090－5894－9291）
１０　ボランティアの受入れ

○施設運営にあたって必要とされる地域住民又はその自発的な活動との連携を推進するためにボランティア等を積極的に受入れ、地域活動を展開する。
１１　職員研修

○施設の適正な運営を図るため職員の資質の向上に努め、系統的、効果的な研修を受講・実施する。
１２　資金計画

　 ○運営経費は、訓練等給付費・補助金収入でまかなう。

１３　虐待の受付　施設事務所
○常時、利用者からの虐待等の受付窓口として受け付ける。

○虐待を解決するため虐待解決責任者が内容に応じて第三者委員と共に虐待処理を行えるようにした。

虐待受付窓口　　 　職員    （電話番号：073-479-1133）
虐待解決責任者　　 施設長　（電話番号：073-479-1133）
第三者委員　　　　（携帯：080－6179－1871）
(携帯：090－5894－9291）
１４　その他

（１）理事・評議員会を開催

（２）親の会を開催

　（３）現場実習及び施設見学等の受け入れ

　（４）施設の啓発活動
　　　　職員会議・ケース会議・職員内部研修・・・・1回／月
	実　施　月
	内　　容

	令和8年4月

令和8年4月

令和8年4月
令和8年4月
	○ お花見会・入所式を行う。
○ 親の会を行う。

○ 防災避難訓練・消火訓練を行う。
○ 不審者侵入時対応訓練を行う。

	令和8年5月

令和8年5月

令和8年5月


	○ 和歌山県障害者スポーツ大会

· 令和7年度の決算を行う。

· 令和7年度の決算について監査を行う。

· 令和8年度の総会を開催する。

· 事業報告、決算、審議を行う。

	令和8年9月
令和8年9月
	○ 防災避難訓練・消火訓練を行う。
○ 不審者侵入時対応訓練を行う。

	令和8年10月

令和8年10月
	○ 全国障害者スポーツ大会参加

○ ナイスハートスポーツ大会

	令和8年12月

令和8年12月

令和8年12月
	○ ゆうあいスポーツフェスタ大会参加

○ クリスマス会を開催する。

○ 親の会を開催する。

	令和9年3月
	· 令和9年度の総会を開催する。
・事業計画、補正予算、予算、審議を行う。
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